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１．ご提供する役務１．ご提供する役務１．ご提供する役務１．ご提供する役務

２．ご契約の形態２．ご契約の形態２．ご契約の形態２．ご契約の形態

３　報　酬３　報　酬３　報　酬３　報　酬

（１）顧問報酬（１ヶ月あたり税別）（１）顧問報酬（１ヶ月あたり税別）（１）顧問報酬（１ヶ月あたり税別）（１）顧問報酬（１ヶ月あたり税別）

2015/7/1作成
林田事務所

４５０～４９９人 300,000円
５００人以上 別途お見積り

1ヶ月につき

３時間相当：30,000円

５時間相当：50,000円

※　詳細は顧問契約で定めま
す。

３５０～３９９人 240,000円
４００～４４９人 270,000円

２５０～２９９人 200,000円

１００～129人 100,000円
１３０～１５９人 120,000円

５０～６９人 　　　　　　　　65,000円
７０～９９人 　　　　　　　　80,000円

３００～３４９人 220,000円

１６０～１９９人 150,000円
２００～２４９人 180,000円

対　象

企業、事業主様との
顧問（委任）契約
または個別契約

個人様との契約

（１）労働社会保険諸法令に基づく事務代行および代行業務

　①　労働基準法、労働安全衛生法関係
　　　 時間外労働・休日労働に関する協定届等各種協定届、その他労使協定、健康診断結果報告書、等
　②　健康保険、厚生年金保険法関係
　　　 被保険者資格の得喪、被扶養者異動、事業所関係の届出、健康保険給付金の請求、等
　③　その他
　　　 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、書類・申請書等の作成および事務代理業務

（２）給与計算業務

　①　月次給与計算
　　　 月次給与計算処理、社会保険料算出、給与明細書作成、源泉徴収票作成、等
　②　賞与計算
　　　 賞与計算処理、社会保険料算出、賞与明細書作成、等
  ③　年末調整
　　　 年末調整資料の作成支援、年末調整処理、扶養控除申告書の内容確認、源泉徴収票作成、賃金台帳作成、等
 
  ※　給与計算代行のみの受託は行っておりません。また、当面従業員９９名様までの受託としております。

（３）人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務

　①　就業規則、賃金制度、人事制度の見直し
　　　 就業規則、賃金・賞与・退職金、その他の人事諸規定の見直し、ならびに労働契約、労使協定等の締結に関する
　　　　助言、サポート
　②　人事労務管理上の課題解決
　　　 採用、配置、異動、昇進等の制度の運用、セクハラ・パワハラなどについての従業員からの苦情、その他人事労務
　　　　管理上発生した諸問題の解決についての助言・サポート
　③　従業員の健康（特にメンタルヘルス面）管理
　　   予防としての衛生管理体制の整備、健康を害した社員への対応、復職等の対応についての助言、サポート
　④　その他労働関係法令の解釈、運用に関する助言

個人契約

概 要

｢労働社会保険諸法令に基づく事務代理および代行業務｣および｢人事労
務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務｣を行います。

スタンダードタイプに加え、「給与計算業務」を代行致します。

｢人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務｣を行います。

ＩＰＯ対策、人事制度の大幅な見直しなど、一定期間で成果を達成する業務
について、コンサルティング、支援を行います。

上記に含まない手続き業務についてお受けいたします。その範囲は、下記
に基本を示します。

個人様との契約は、スポット契約でお示しする料金に準じます。

ご契約タイプ

スタンダード

給与計算代行

アドバイザリー

コンサルティング

スポット

従業員数 スタンダード 給与計算代行 アドバイザリー
～19人 　　　　　　　　30,000円

スタンダード料金 ＋ （２）給与
計算代行料金

２０～29人 　　　　　　　　40,000円
３０～４９人 　　　　　　　　50,000円



（２）給与計算代行料金（税別）（２）給与計算代行料金（税別）（２）給与計算代行料金（税別）（２）給与計算代行料金（税別）

　・ 従業員10人までは基本額のみと致します。
　・ 入力項目数や特殊な勤務形態がある場合、基本額の増額を契約のなかでお願いする場合があります。
　・　賞与計算は、月次給与計算報酬の1か月分といたします。
　・　年末調整関係業務は、原則として、月次給与計算報酬の2か月分といたします。

（３）顧問報酬に含まれないもの＜これ以外に別料金となるスポット契約分は（５）＞（３）顧問報酬に含まれないもの＜これ以外に別料金となるスポット契約分は（５）＞（３）顧問報酬に含まれないもの＜これ以外に別料金となるスポット契約分は（５）＞（３）顧問報酬に含まれないもの＜これ以外に別料金となるスポット契約分は（５）＞
　　①労働保険料概算・確定および社会保険基礎届（それぞれに以下の料金：税別）

　　②その他（税別）

※　助成金申請業務の受託は行っておりません。
※　出張を伴う業務については、別途、旅費等を請求させていただきます。

（４）コンサルティング（例示：税別）（４）コンサルティング（例示：税別）（４）コンサルティング（例示：税別）（４）コンサルティング（例示：税別）

※
※
※

※ 必要な社内規程の作成、改訂を含みます。

（５）個別のスポット契約となるもの（５）個別のスポット契約となるもの（５）個別のスポット契約となるもの（５）個別のスポット契約となるもの

セミナー講師 1時間当たり　20,000円～

料　　金
　　　　　　　　100,000円～
　　　　　　　　200,000円～

　80,000円
 90,000円
100,000円
110,000円
120,000円

内　　容
就業規則作成
労働基準監督署調査立会

　　　　月次給与計算1ヶ月につき、基本額 50,000円 ＋ 従業員数×600円　　　　月次給与計算1ヶ月につき、基本額 50,000円 ＋ 従業員数×600円　　　　月次給与計算1ヶ月につき、基本額 50,000円 ＋ 従業員数×600円　　　　月次給与計算1ヶ月につき、基本額 50,000円 ＋ 従業員数×600円

従業員数
～９人

１０～１９人
２０～２９人

100人以上

７０～７９人
８０～８９人
９０～９９人

料　　金
　　　　　　　　30,000円
　　　　　　　　40,000円
　　　　　　　　50,000円
　　　　　　　　60,000円
　　　　　　　　70,000円４０～４９人

５０～５９人
６０～６９人

３０～３９人

別途お見積り

内　　容 料　　金 目安期間
就業規則見直し（一部改訂） 100,000円～ 　　　　　１ヶ月

新規適用届（被保険者5〜9人）

労働時間・賃金制度などの設計 600,000円～ 　　　　　３ヶ月
安全衛生管理（健康管理）体制の構築 500,000円～ 　　　　　３ヶ月

就業規則見直し（≒全面改訂） 200,000円～ 　　　　　２ヶ月
人事（昇級昇格管理）制度見直し 600,000円～ 　　　　　３ヶ月

内　　容内　　容内　　容内　　容
社会保険関係社会保険関係社会保険関係社会保険関係

45,000円
60,000円

顧問先顧問先顧問先顧問先

75,000円
60,000円

健康保険任意継続被保険者資格取得申請書

5,000円
5,000円

国民年金第3号被保険者届
被保険者資格喪失届

5,000円
5,000円

被保険者資格取得届
被扶養者異動届

100,000円〜
80,000円〜

新規適用届（被保険者10人以上）
健康保険組合への編入手続

80,000円

料金（一般）料金（一般）料金（一般）料金（一般）

60,000円新規適用届（被保険者5人未満）

5,000円 5,000円
健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 5,000円 ―

―

―

―

―

賞与等支払届（10人まで）
健康保険被保険者証再交付申請書
年金手帳再交付申請書

5,000円 ―

5,000円 ―

5,000円 ―

適用事業所所在地・名称変更届
事業所関係変更届

5,000円 ―

5,000円 ―

5,000円 ―

5,000円 ―

5,000円 ―

20,000円

被保険者氏名変更（訂正）届
被保険者生年月日訂正届
基礎年金番号重複取消届
被保険者住所変更届
国民年金第3号被保険者住所変更届

―
―20,000円



※顧問先の「―」の項目は、「スタンダード」「給与計算代行」の顧問契約に含まれています。
　

出産育児一時金請求書
出産手当金請求書（初回）
療養費支給申請書
高額療養費支給申請書

5,000円
15,000円
5,000円
5,000円

15,000円

老齢年金裁定請求
障害年金裁定請求
遺族年金裁定請求

―
―
―
―
―
―
―
―
―

30,000円〜

傷病手当金請求書（初回）
埋葬料(費)請求書
育児休業等取得者申出書

100,000円〜
50,000円〜

100,000円〜
50,000円〜

労働基準法関係

10,000円
5,000円
5,000円

30,000円
30,000円〜

育児休業等取得者終了届
第三者行為による傷病届

―

労働保険関係

療養(補償)給付たる療養の費用請求書
療養の給付を受ける指定病院等変更届
休業(補償)給付支給請求書
労働者死傷病報告
第三者行為災害届

育児休業給付金支給申請書
介護休業給付金支給申請書
６０歳到達時等賃金月額証明書
高年齢雇用継続給付支給申請書
療養(補償)給付たる療養の給付請求書

被保険者証再交付申請書
取得・喪失等届訂正・取消願
各種届書等再作成・再交付申請書
離職票記載内容補正願
休業開始時賃金月額証明書（育児・介護）

被保険者資格取得届
被保険者資格喪失届
被保険者離職証明書
被保険者氏名変更届
被保険者転勤届

雇用保険設置届（被保険者10〜49人）
雇用保険設置届（被保険者50人以上）

遺族(補償)年金(一時金)請求
障害(補償)年金(一時金)請求
特別加入申請書

30,000円〜

5,000円
5,000円

30,000円〜
20,000円
60,000円
80,000円

150,000円
10,000円継続事業一括認可・取消申請

労災保険名称、所在地等変更届
雇用保険事業主・事業所各種変更届

健康診断結果報告書
産業医・安全管理者・衛生管理者選任届

労働保険料申告書
労災保険関係成立届
雇用保険設置届（被保険者10人未満）

企画業務型裁量労働制に関する決議届

―

―

―

労働安全衛生関係
―

―

―

―
―
―

事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 30,000円〜
専門業務型裁量労働制に関する協定届 30,000円〜

30,000円〜
一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届
一週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定
時間外労働・休日労働に関する協定届（三六協定 10,000円〜

フレックスタイム制に関する協定書 30,000円〜
一年単位の変形労働時間制に関する協定届 30,000円〜

30,000円〜

10,000円

10,000円
10,000円

5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円

10,000円
10,000円
5,000円
5,000円

10,000円

50,000円
50,000円
50,000円
30,000円

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

10,000円
10,000円

20,000円
20,000円

20,000円

5,000円

5,000円

10,000円 ―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―

22,500円

―
―
―
―
―


